
（平成２４年５月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 12 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 11 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 4902 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10 年 12 月及び 11 年１月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年 12 月及び 11 年１月 

    私の国民年金保険料については、私の妻が夫婦二人分をまとめて納付

していた。申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたので、

申立期間の保険料は納付したはずだとしているところ、申立人の国民年金

手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、昭和

60 年５月頃に払い出されたと推認され、このことから、申立期間は保険

料を納付することが可能な期間である。 

また、申立人及びその妻のオンライン記録によると、平成 10 年及び 11

年における申立人夫婦の国民年金保険料収納年月については、ほぼ夫婦同

一に納付している記録となっているなど、基本的に夫婦一緒に保険料を納

付していたものと考えられるところ、その妻は、申立期間は納付済みとな

っている上、申立人は当該期間の前後に保険料の未納は無く、申立人が２

か月と短期間である当該期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見

当たらない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4905 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年４月から 46 年３月までの期間、48 年４月から同年

９月までの期間、53 年４月から同年９月までの期間及び 59 年４月から同

年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年４月から 46 年３月まで 

             ② 昭和 48 年４月から同年９月まで 

             ③ 昭和 53 年４月から同年９月まで 

             ④ 昭和 59 年４月から同年９月まで 

私は、昭和 43 年頃から夫と同居を始め 45 年に入籍した。国民年金保

険料は私が夫の分も全て納付してきた。結婚した後、Ａ区役所から過去

の未納分の保険料を納付するようにとの通知があった時もまとめて納付

した。 

両親からも国民年金保険料は納付するように言われており、真面目に

納付してきたのに、申立期間の保険料が未納となっていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、時期は覚えていないが、Ａ区役所

から過去の未納分の国民年金保険料を納付するようにとの通知があった

時にまとめて納付したとしている。これについて、申立人の国民年金手

帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、昭和

49 年５月頃に払い出されたと推認され、同年同月頃は第２回特例納付

の実施期間中であり、申立期間①の保険料を納付することは可能である

上、オンライン記録によると、申立期間①の直前の昭和 36 年４月から

40 年３月までの期間及び申立期間①直後の 46 年４月から 48 年３月ま

での期間は、第２回特例納付により納付された記録となっており、申立



                      

  

期間①の保険料のみが未納となっているのは不自然である。 

また、申立人の国民年金被保険者台帳（旧台帳）には「39.４－41.３

カンプ」と記載されていることから、昭和 39 年４月から 41 年３月まで

の間の国民年金保険料が還付されたと解されるところ、オンライン記録

では 39 年４月から 40 年３月までが納付済み、同年４月から 41 年３月

までが未納と記録されており、行政の記録管理に齟齬
そ ご

がみられる。 

 

２ 申立期間②については、申立人は国民年金保険料を未納とした覚えは

無いとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は上記のとおり、

昭和 49 年５月頃に払い出されたと推認されることから、申立期間②は

遡って保険料を納付することが可能な期間であり、申立期間②直後の

48 年 10 月から 49 年３月までの保険料を遡って納付しているのに、６

か月と短期間の申立期間②の保険料が未納となっているのは不自然であ

る。 

 

３ 申立期間③及び④については、申立人は国民年金保険料を未納とした

覚えは無いとしているところ、申立期間③及び④前後の期間は納付済み

である上、申立人がそれぞれ６か月と短期間である申立期間③及び④の

保険料を納付できなかった特段の事情も見当たらない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案6938 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、株式会社Ａにおける申立人の被保険者

記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和43年８月11日）及び資格取

得日（昭和43年９月21日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額の記録を

２万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和21年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和43年８月11日から同年９月21日まで 

昭和43年４月１日に株式会社Ｂ（現在は、Ｃ株式会社）に入社し、同

社のＡで３年間継続して勤務したが、申立期間が厚生年金保険の被保険

者期間になっていない。 

しかし、毎月の給与から厚生年金保険料を控除されていたので、被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、雇用保険の記録及び複数の同僚（９人）の供述から、申立期

間において、申立事業所に継続して勤務していたと認められる。 

また、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立

人と同様にＤ職として勤務していた同僚６人について、申立人と同日（昭

和43年８月11日）に被保険者資格を喪失していることが確認できるところ、

申立人の当時の上司は「株式会社Ｂでは、昭和43年８月頃に、各事業所の

Ｄ職担当者を本社で一括管理する試案が持ち上がった。１か月ぐらいでこ

の試案が撤回された。もちろん社員に異動や転勤は無かった。」と供述し

ている。 

さらに、同僚のうち４人が、毎月の給与は、株式会社Ｂ本社から送金さ

れ、管理職が給料明細書と照合して支給しており、保険料が控除されてい



                      

  

ない月は無かった旨の供述をしている上、別の同僚１人は、日本年金機構

が発行した標準報酬月額と標準賞与額の月別状況の写しを提出し、「申立

人と一緒に入社し、勤務していた。給料から、毎月変わらずに厚生年金保

険料を控除されていた。」と供述している。 

加えて、申立人及び申立人と同様に空白期間のある同僚のうち、供述が

得られた３人は、厚生年金保険料を返還された記憶は無いとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間について継続して厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の株式会社Ａ

に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、２万

6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ｃ株式会社に係る人事資料等を管理しているＥ株式会社では、申

立期間当時の人事資料等が保存されていないため、事業主が保険料を納付

したか否かについては不明としているものの、事業主から申立人に係る被

保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保

険事務所（当時）がこれを記録するとは考え難いことから、事業主はオン

ライン記録のとおりに被保険者資格の喪失及び取得の届出を行っており、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和43年８月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6940 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ有限会社における資格喪失

日を平成 11 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額の記録を 28 万

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11 年２月 28 日から同年３月１日まで 

平成８年頃にＢ株式会社（本店所在地：Ｃ市）に入社し、11 年 10 月

頃まで勤務したが、申立期間の記録が抜けている。Ａ有限会社という会

社に転籍になっていたことは知らなかった。調査の上、正しい記録に訂

正してほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する預金通帳に係る申立期間を含む前後の期間の給与振込

の記録及びＤ有限会社（本店所在地：Ｅ市）並びにＡ有限会社の元事業主

の供述から、申立人は申立期間及びその前後の期間にＡ有限会社に継続し

て勤務していたことが認められる。 

また、申立人は、自身がＢ株式会社に入社時から退職時までの期間、継

続的に勤務していたとするが、オンライン記録によれば、申立人は、平成

８年２月１日に同社において厚生年金保険の被保険者資格を取得後、10

年６月１日に資格を喪失し、同日付けでＡ有限会社に係る資格を取得、11

年２月 28 日に同社に係る資格を喪失後、Ｂ株式会社が再度厚生年金保険

の適用事業所となった同年３月１日付けで同社に係る資格を取得している

ことが確認できる。 

なお、申立期間を含む前後の期間について、給与振込者は前述の預金通

帳の給与振込記録から、「Ｆ」となっていることが確認できる。 



                      

  

この点について、商業登記簿の記録によれば、Ｄ有限会社の代表取締役

は、同社をＥ市で設立後、同じくＥ市を本店所在地とするＡ有限会社及び

Ｃ市を本店所在地とするＢ株式会社を設立して代表取締役に就任し、さら

に、両社の取締役であった人物が、Ｇ株式会社の代表取締役となっている

ことが確認できる上、Ｄ有限会社の元事業主は、「Ｄ有限会社、Ｂ株式会

社、Ａ有限会社及びＧ株式会社は関連会社だった。申立人がどのような経

緯で転籍したかは不明であるが、同じ場所で継続して勤務していたものと

思う。Ｈ地にあったＢ株式会社とＧ株式会社は、社会保険事務を含め、管

理全般をＧ株式会社の代表取締役に任せていたので不明である。」と供述

していることから、申立人は、自身がＢ株式会社に継続的に勤務している

と認識していたものの、平成 10 年 11 月以降は同社の関連会社であるＧ株

式会社の名義で給与が支給され、Ｂ株式会社が厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっていた期間は、Ａ有限会社において厚生年金保険に加入し、

11 年３月１日付けでＢ株式会社に係る被保険者資格を再取得したことが

うかがえ、当該期間については保険料も継続的に控除されていたものと考

えることに不自然さは無い。 

なお、オンライン記録によれば、Ｂ株式会社は、平成 11 年３月１日に

再び厚生年金保険の適用事業所となっているところ、同日に申立人は同社

に係る被保険者資格を取得していることから、本来、Ａ有限会社は申立人

の被保険者資格を同日に喪失させるべきであったものを、誤って資格喪失

日を同年２月 28 日として届け出た可能性が高い。 

以上のことを踏まえると、申立人のＡ有限会社に係る被保険者資格の喪

失日を、平成 11 年３月１日に訂正することが必要である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ有限会社に係る

平成 11 年１月の記録から、28 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としているが、事業主は資格喪失日を

平成 11 年３月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを同年２月 28 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る同年２月の保険料の納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

人に係る同年２月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6942 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②、③及び④の厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、申立人の申立期間②及び

③に係るＡ株式会社（後に、Ｂ株式会社に社名変更し、現在は、Ｃ株式会

社）における厚生年金保険被保険者記録のうち、昭和 29 年９月１日の資

格喪失日、同年 11 月１日の資格取得日、30 年３月 30 日の資格喪失日、

31 年５月 20 日の資格取得日、さらに、申立期間④に係るＢ株式会社にお

ける厚生年金保険被保険者記録のうち、35 年８月 23 日の資格喪失日及び

36 年２月１日の資格取得日を取り消し、各申立期間の標準報酬月額の記

録を 29 年９月及び同年 10 月は１万円、30 年３月から 31 年４月までは１

万 2,000 円、35 年８月から 36 年１月までは２万 8,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年 11 月１日から 28 年 11 月１日まで 

             ② 昭和 29 年９月１日から同年 11 月１日まで 

             ③ 昭和 30 年３月 30 日から 31 年５月 20 日まで 

             ④ 昭和 35 年８月 23 日から 36 年２月１日まで 

    昭和 27 年 11 月１日にＡ株式会社に入社し、当該事業所は、その後、

Ｂ株式会社、続いて、Ｃ式会社に社名変更したが、62 年９月 30 日付け

で定年退職するまでの間、継続して勤務した。申立期間①、②及び③に

ついては、Ｄ地のＥ現場でＦ業務のリーダーとして、申立期間④につい

ては、本社Ｇ部で勤務し、給与から厚生年金保険料を控除されていたの

で、各申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②、③及び④については、申立人は、健康保険厚生年金保険



                      

  

被保険者名簿によると、Ａ株式会社において、昭和 28 年 11 月１日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得し、29 年９月１日に資格を喪失後、

同年 11 月１日に同社において再度資格を取得し、30 年３月 30 日に再

度資格を喪失後、31 年５月 20 日に再々取得し、32 年２月 27 日に再々

喪失した後、同日において、Ｂ株式会社（Ａ株式会社が社名変更）にお

いて資格を取得し、35 年８月 23 日に資格を喪失後、36 年２月１日に同

社において再度資格を取得しており、申立期間②、③及び④における厚

生年金保険の加入記録が無い。 

    しかしながら、複数の元同僚の供述から判断すると、申立人が申立期

間②及び③においてはＡ株式会社に、申立期間④においてはＢ株式会社

に、それぞれ正社員として継続して勤務していたことが認められる。 

    また、申立期間②及び③当時、申立人と同じＥ現場のリーダーであっ

た元同僚は、「申立人の申立期間②及び③当時、自分は、Ｅ現場のＨ業

務のリーダーとして勤務していたが、申立人はＦ業務のリーダーとして

勤務していた。当時、正社員は全員厚生年金保険に加入し、給与から保

険料を控除されていた。」と供述している上、健康保険厚生年金保険被

保険者名簿によると、当該同僚の当該事業所における厚生年金保険被保

険者記録は、申立期間②及び③において継続していることが確認できる。 

    さらに、申立人は、勤務は昼夜二交代制であったと供述しているとこ

ろ、申立人と逆の勤務時間帯で同一業務に従事していた元同僚（以下

「Ｉ同僚」という。）は、当初、申立人と同様に昭和 29 年９月１日か

ら同年 11 月１日までの期間（申立期間②）及び 30 年３月 30 日から 31

年 11 月１日までの期間（申立期間③を含む。）の厚生年金保険の加入

記録が欠落していたが、同じく正社員で同一業務に従事していた元同僚

に厚生年金保険の加入記録があり、複数の元同僚がＩ同僚の正社員とし

ての継続勤務を証言していることなどを理由にあっせんとなり、記録が

訂正されている。 

    加えて、申立期間④当時に当該事業所において厚生年金保険の被保険

者記録が確認でき、生存及び住所の確認できた５人に同僚照会したとこ

ろ、４人から回答を得ることができ、回答のあった４人全員が申立人の

申立期間における継続勤務を供述するとともに、「申立期間当時、正社

員は厚生年金保険に加入し、給与から厚生年金保険料を控除されてい

た。」と供述している上、これら当該同僚全員の当該事業所における厚

生年金保険被保険者記録は、申立期間④において継続していることが確

認できる。 

    以上のことから、申立期間②、③及び④当時、当該事業所において、

正社員として継続して勤務している途中の期間について厚生年金保険の

被保険者資格を喪失させる取扱いがあったものとは考え難い。 



                      

  

    これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②、③及び④に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

    また、申立期間②、③及び④における標準報酬月額については、申立

人の当該事業所における昭和 29 年８月、30 年２月、35 年７月の記録及

び申立人と同世代で同一業務に従事していた元同僚の記録から、29 年

９月及び同年 10 月は１万円、30 年３月から 31 年４月までは１万 2,000

円、35 年８月から 36 年１月までは２万 8,000 円とすることが妥当であ

る。 

    なお、事業主が申立人に係る申立期間②、③及び④の厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は不明としている

が、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失及び取得の届出が提出

されていないにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録す

ることは考え難いことから、事業主は社会保険事務所の記録どおりの資

格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る申立期間②、③及び④の保険料の納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合も含む。）、事業

主は、申立期間②、③及び④に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

    

  ２ 一方、申立期間①については、Ａ株式会社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 28 年 11 月１日であり、当該事業所が適用事業所と

なる前の期間である。 

    また、申立人の厚生年金保険被保険者手帳記号番号「＊」は、その払

出票により、昭和 28 年 11 月 10 日にＡ株式会社に払い出された「＊」

から「＊」までの連番のうちの一つであり、払出しを受けた申立人を含

む９人は、いずれも同年 11 月１日に被保険者資格を取得していること

が確認でき、当該事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

及びオンライン記録と一致する。 

    さらに、申立人の「＊」に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）

により、申立人はＡ株式会社において昭和 28 年 11 月１日に被保険者資

格を取得している記録となっており、事業所別被保険者名簿及びオンラ

イン記録と一致する。 

    加えて、申立人が自分よりも先に入社したとして氏名を挙げた複数の

元同僚の当該事業所における被保険者資格取得日は、当該事業所が厚生

年金保険の適用事業所となった昭和 28 年 11 月１日であり、当該事業所

は、同日に申立人を含む正社員を厚生年金保険に加入させる取扱いを行

ったことがうかがえる。 



                      

  

    このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い

上、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6943 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標

準報酬月額の記録を、平成２年６月から同年 12 月までは 18 万円、３年１

月から同年９月までは 20 万円、同年 10 月から４年９月までは 28 万円、

同年 10 月から５年９月までは 36 万円、同年 10 月から６年９月までは 30

万円、同年 10 月から７年７月までは 32 万円、同年８月から８年９月まで

は 36 万円、同年 10 月から９年９月までは 38 万円、同年 10 月は 41 万円

に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年６月 21 日から９年 11 月 28 日まで 

平成２年６月 21 日から株式会社Ａに勤務し、給与から厚生年金保険

料を控除されていたが、申立期間の標準報酬月額は当時の給与支給額

と相違した記録となっている。給与明細書を提出するので、本来の標

準報酬月額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける厚

生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成２年６月から同年 12 月までは

18 万円、３年１月から同年９月までは 20 万円、同年 10 月から４年９月

までは 28 万円、同年 10 月から５年９月までは 36 万円、同年 10 月から６

年９月までは 30 万円、同年 10 月から７年７月までは 32 万円、同年８月

から８年９月までは 36 万円、同年 10 月から９年９月までは 38 万円、同

年 10 月は 41 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事

業所ではなくなった平成９年 11 月 28 日付けで、申立人を含む７人の標準

報酬月額が遡及して減額訂正されていることが確認でき、申立人の場合、

申立期間における標準報酬月額は、９万 2,000 円に訂正されていることが



                      

  

確認できる。 

   また、複数の元役員が、「総務部門には、総務担当と経理担当があり、

申立人は総務担当に所属し、Ｂ職社員の業務補助が日常業務であった。社

会保険を含む経理全般については、事業主が全権限を持っており、全てに

関して経理担当社員に指示を出し行っていた。事業所は、平成９年当時、

業績が悪化していたので、退職時の給与は支給されなかった。」と供述し

ていることから、申立人は、社会保険事務について権限を有しておらず、

標準報酬月額を遡及訂正された事実を承知していなかったと考えられる。    

これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及して行う合理的な理

由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た、平成２年６月から同年 12 月までは 18 万円、３年１月から同年

９月までは 20 万円、同年 10 月から４年９月までは 28 万円、同年 10 月か

ら５年９月までは 36 万円、同年 10 月から６年９月までは 30 万円、同年

10 月から７年７月までは 32 万円、同年８月から８年９月までは 36 万円、

同年 10 月から９年９月までは 38 万円、同年 10 月は 41 万円と訂正するこ

とが必要であると認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6944 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額（32 万円）であったと認められることから、申立

期間の標準報酬月額の記録を 32 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年 12 月１日から 10 年３月１日まで 

    株式会社Ａに勤務していた平成８年 12 月１日から 10 年３月１日まで

の期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した

ので、本来の標準報酬月額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける

厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成８年 12 月から 10 年２月まで

は 32 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所で

はなくなった同年３月１日より後の同年３月２日付けで、申立人を含む役

員５人全員の標準報酬月額が遡及して減額訂正されていることが確認でき、

申立人の場合、申立期間における標準報酬月額は、９万 2,000 円に訂正さ

れていることが確認できる。 

   また、複数の同僚から、「申立人は、営業担当の役員であり、Ｂ業務を

担当していた。経理事務に関しては、事業主が一人で行っていたので、申

立人は経理事務には関与していなかった。」と供述していることから、申

立人は、社会保険事務について権限を有しておらず、標準報酬月額を遡及

訂正された事実を承知していなかったと考えられる。 

   さらに、株式会社Ａに係る滞納処分票には、「入電（社長）」、「面談

（社長）」との記述があることから、代表取締役が滞納保険料の処理を担

当していたことが推認できる。 

   これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及して行う合理的な理



                      

  

由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められない

ことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出た、平成８年 12 月から 10 年２月までは 32 万円と訂正

することが必要であると認められる。 

 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6946 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）における厚生年金保険被保

険者資格取得日は昭和 40 年４月１日であると認められることから、申立

期間に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万 2,000 円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月１日から 41 年３月 15 日まで 

昭和 40 年４月１日から株式会社Ａに勤務していたが、厚生年金保険

の被保険者資格取得日が 41 年３月 15 日となっているので、年金記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者証により、申立人が申立期間において株

式会社Ａに勤務していたことが認められる。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、

申立人を含む９人の被保険者の記録において、昭和 40 年 10 月１日の定時

決定の記録が確認できるにもかかわらず、資格取得日が当該定時決定より

も後の日付に訂正されており、訂正前の資格取得日は、全員が同年４月１

日であることが確認できる。 

さらに、当該９人のうち申立人を含む６人が所持する厚生年金保険被保

険者証によると、厚生年金保険の被保険者資格取得日は昭和 40 年４月１

日と記載されていることから、全員が同日に厚生年金保険の被保険者資格

を取得したことが確認できる。 

加えて、厚生年金保険被保険者手帳記号番号払出簿によると、当該９人

の被保険者資格取得日は、昭和 40 年４月１日と記載されており、訂正等

の形跡は無い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）が、かかる処理



                      

  

を行う合理的な理由は無く、上記被保険者資格取得日に係る記録訂正は有

効なものとは認められないことから、事業主は、申立人が昭和 40 年４月

１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所

に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人の健康保険厚生年金

保険被保険者原票により確認できる取得日訂正前の記録から、１万 2,000

円とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6947 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①は

30 万円、申立期間②については、平成 17 年１月から同年５月までを 30

万円、同年６月を 32 万円、同年７月から同年９月までを 30 万円、同年

10 月を 32 万円、同年 11 月及び同年 12 月を 30 万円、申立期間③につい

ては、18 年１月から同年５月までを 30 万円、同年６月を 32 万円、同年

７月を 30 万円、同年８月を 32 万円、同年９月及び同年 10 月を 30 万円、

同年 11 月を 32 万円、同年 12 月から 19 年４月までを 30 万円、同年５月

及び同年６月を 32 万円、同年７月を 34 万円、同年８月から 20 年５月ま

でを 32 万円、同年６月を 34 万円、同年７月及び同年８月を 32 万円に訂

正することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 14 年 10 月１日から 17 年１月１日まで 

             ② 平成 17 年１月１日から 18 年１月１日まで 

             ③ 平成 18 年１月１日から 20 年９月１日まで 

ねんきん定期便の申立期間の標準報酬月額と保険料納付額が、実際の

給与金額、保険料控除額と違って低くなっている。この期間の給与は、

少しずつ上がってはいても、下がったことはなかった。一部期間の給与

資料しかないが、会社の担当者も誤りを認めており、申立てが認められ

れば、訂正に応じるとしているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給



                      

  

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

  また、事業主は、申立期間①、②及び③において、一定額（２万 475

円）の厚生年金保険料控除を行っていたとするが、その控除額は、申立

期間の前の平成 13 年 10 月から 14 年９月までの期間に届け出られてい

る標準報酬月額に基づく保険料額及び事業主が申立人を通じて提出した

申立期間③に係る賃金台帳において確認できる保険料額と同額であるこ

とから、事業主は申立期間①、②及び③を通じて、一定額の保険料控除

を行っていたと認められる。 

 

２ 申立期間③の標準報酬月額については、事業主が申立人を通じて提出

した賃金台帳において確認できる報酬月額及び保険料控除額から、平成

18 年１月から同年５月までを 30 万円、同年６月を 32 万円、同年７月

を 30 万円、同年８月を 32 万円、同年９月及び同年 10 月を 30 万円、同

年 11 月を 32 万円、同年 12 月から 19 年４月までを 30 万円、同年５月

及び同年６月を 32 万円、同年７月を 34 万円、同年８月から 20 年５月

までを 32 万円、同年６月を 34 万円、同年７月及び同年８月を 32 万円

とすることが妥当である。 

 

３ 申立期間②の標準報酬月額については、事業主が申立人を通じて提出

した給与額表において確認できる報酬月額と、事業主が行っていたと認

められる厚生年金保険料控除額から算出される標準報酬月額から、平成

17 年１月から同年５月までを 30 万円、同年６月を 32 万円、同年７月

から同年９月までを 30 万円、同年 10 月を 32 万円、同年 11 月及び同年

12 月を 30 万円とすることが妥当である。 

 

４ 申立期間①について、賃金台帳等は無いが、Ａ信用金庫Ｂ支店から提

出された申立人の預金口座の記録によれば、当該期間の給与振込金額は、

ほぼ一定額であることが認められる。 

  また、事業主は、申立期間において、申立人の給与を下げたことはな

く、給与ソフトを固定していたため、社会保険料控除額は一定であった

としていることから、申立期間における申立人の給与支給額は、ほぼ一

定額であったと推認される。 

  一方、申立人の標準報酬月額は、オンライン記録により、申立期間①

の前の平成 13 年 10 月から 14 年９月までは 30 万円であったことが認め

られるところ、上記３の申立期間②において、17 年１月から同年５月



                      

  

までは 30 万円であることが妥当と認められることから、申立期間①に

おける申立人の報酬月額は、標準報酬月額 30 万円に相当する金額であ

ったことが推認される。 

  したがって、事業主が行っていたと認められる厚生年金保険料控除額

から算出される標準報酬月額と、上記で推認される標準報酬月額 30 万

円に相当する報酬月額から、申立人の標準報酬月額を 30 万円とするこ

とが妥当である。 

 

５ 申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、一定額の厚生年金保険料を控除していた

と供述しており、また事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が

長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該保険料控除額

に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当

時）は、当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6949 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失

日に係る記録を平成４年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額の記

録を 30 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年２月 28 日から同年５月１日まで 

    申立期間は、株式会社Ａに勤務し、給料を支払われていたので厚生年

金保険の被保険者であったはずである。申立期間の記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち平成４年２月 28 日から同年３月 29 日までの期間につい

て、申立人の株式会社Ａに係る雇用保険の被保険者記録が確認できること

から、当該事業所で同年２月 28 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失

した後も、継続して同社に勤務していたことが推認できる上、申立期間の

うち同年４月２日から同年４月 28 日までの期間において、申立人の株式

会社Ｂに係る雇用保険の被保険者記録が確認できるところ、当時の財務担

当者及び複数の同僚は、申立事業所である株式会社Ａは、株式会社Ｂ及び

株式会社Ｃ（申立期間直後に勤務。）と関連会社であると証言しているこ

とから判断すると、申立人が申立期間において株式会社Ａ及び関連会社に

継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同様に平成４年２月 28 日に株式会社Ａに係る厚生年金

保険被保険者資格を喪失しているものの、その後も継続して同社及び同社

の関連会社に勤務した複数の同僚から提出された申立期間に係る給与明細

書において、株式会社Ａから支給されている給与から厚生年金保険料が控



                      

  

除されていたことが確認できることから、申立人についても、当該同僚と

同様に、申立期間の厚生年金保険料の控除がなされていたものと認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成４年２月 28 日の被保

険者資格喪失時の記録から、30 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主から保険料を納付したか否かについての回答は無いが、申

立期間において株式会社Ａは適用事業所の要件を満たしていながら、社会

保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められることか

ら、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6952 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成 18 年４月から 20 年８月までについて、事業主が

社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額（28 万円）であったと認められることから、当該期間の標準

報酬月額に係る記録を 28 万円に訂正することが必要である。 

   また、平成 21 年４月の標準報酬月額の記録については、18 万円に訂正

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る平成 21 年４月の上記訂正後の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 18 年４月１日から 21 年５月１日まで 

  年金記録を確認したところ、Ａ市に所在した株式会社Ｂにおける標準

報酬月額は、平成 18 年４月にそれまでの 28 万円から 11 万円に減額さ

れていることが分かった。給与は、減額する旨の説明はされたことはな

いので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成 18 年４月から 20 年８月までについては、オン

ライン記録によると、申立人の株式会社Ｂにおける申立期間の厚生年金

保険の標準報酬月額は、当初、28 万円と記録されていたところ、20 年

４月 10 日付けで 18 年９月１日及び 19 年９月１日の定時決定記録を取

り消し、18 年４月に遡って 11 万円に減額訂正処理されていることが確

認できる。 

また、同日付けで、当該事業所の同僚 10 人の標準報酬月額について

も遡及して標準報酬月額の減額訂正処理が行われていることが確認でき

るところ、回答のあった複数の同僚は、「給与の減額は無かったし、社



                      

  

会保険料も減額になった記憶は無い。」と供述している。 

さらに、滞納処分票により、当該事業所は、平成 17 年から社会保険

料を滞納し、申立期間当時においても同保険料を滞納していたことが確

認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所においてこのような遡

及訂正処理行う合理的な理由は見当たらず、標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められないことから、申立人の当該期間に係る

標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準

報酬月額の記録から、28 万円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立期間のうち、平成 21 年４月については、当該事業所に係る給与

明細一覧表により、申立人のオンライン記録で確認できる標準報酬月額

を上回る厚生年金保険料（18 万円に相当する額）が控除されているこ

とが認められることから、同年４月の標準報酬月額の記録を 18 万円に

訂正することが必要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主に照会したものの回答が得られないが、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が、給与明細一覧表で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う

報酬月額の届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行った

とは認められない。 

 

３ 申立期間のうち、平成 20 年９月から 21 年３月までについては、オ

ンライン記録により、20 年９月１日定時決定（同年 11 月 19 日処理）

は 11 万円であることが確認できるところ、年金事務所は、「再三の督

促にもかかわらず株式会社Ｂから同年の算定基礎届の提出が無かった

ため、法に基づき平成 20 年の定時決定は前年の標準報酬月額を引き継

ぎ、保険者算定を行った。」と回答しており、当該処理については遡

及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会

保険事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

一方、事業主からは、申立ての事実についての供述が得られない上、

複数の同僚は、「平成 18 年頃から給与明細書は交付されなかった。給

与の遅配、一部未払いもあったので、保険料の控除については分から

ない。」旨の回答をしている。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除につい



                      

  

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が平成 20 年９月から 21 年３月までの期間については、そ

の主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6956 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、申立期間①について

は 30 万 3,000 円、申立期間②、③及び④については 23 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年 12 月 10 日 

② 平成 17 年７月 11 日 

③ 平成 19 年 12 月 10 日 

④ 平成 20 年 12 月 10 日 

   年金記録を確認したところ、有限会社Ａにおいて申立期間に支払われ

た賞与４回分の記録が無い。申立期間に係る賞与の支払明細書を提出す

るので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①、②、③及び④については、申立人が提出した賞与支払明細

書及び有限会社Ａが提出した賃金台帳により、申立人は当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であ

ることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと



                      

  

なる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与支払明細

書及び賃金台帳により確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間①

は 30 万 3,000 円、申立期間②、③及び④は 23 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続が漏れたとして平成 24 年４月 18 日に届出を行っ

ていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間①、

②、③及び④の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4903（事案 4116 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年９月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 36 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 59 年９月から 60 年３月まで 

昭和 59 年９月から臨時採用の職員として勤めていた申立期間につい

ては、母が私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

くれたが、その期間が未加入となっている。私と同様に母が保険料を納

めていた姉は、臨時採用期間の国民年金の記録が抹消されていたが記録

が回復されており、私も姉同様に記録が抹消されたに違いない。申立期

間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人は、その母が申立人の国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付してくれたとしているが、その母は既に他

界しており、加入手続及び保険料納付の状況が不明である上、申立人には

国民年金手帳記号番号が払い出されておらず、保険料を納付していたこと

を示す関連資料も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成

23 年３月 30 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

   今回、申立人は新たな証拠及び証言は無いものの、委員会の判断の理由

に納得できないとして申し立てているところ、当委員会は、申立人が主張

している申立期間における国民年金手帳記号番号の払出状況等を改めて調

査したが、新たな事情は無い上、そのほかに委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4904 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 11 月から 50 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年 11 月から 50 年 12 月まで 

私は、国民年金には親に勧められて加入し、Ａ市役所の職員に国民年

金保険料を遡って納付することができることを教えられたので、全額を

遡って納付した。申立期間の保険料が未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金には親に勧められて加入し、Ａ市役所の職員に国民

年金保険料を遡って納付することができることを教えられたので、20 歳

からの全期間を遡って納付したとしているが、申立人の国民年金の加入手

続及び保険料納付に関する記憶が明確ではなく、これらの状況が不明であ

る。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 53 年９月頃に払い出されたと推認され、その

時点では、申立期間は時効により国民年金保険料を納付することができな

い期間である上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査し

たが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たら

ない。 

さらに、Ａ市の国民年金被保険者名簿によると、昭和 51 年１月から 53

年３月までの保険料が同年 12 月 28 日に遡って一括で納付されたことが確

認でき、このことと申立期間の国民年金保険料の納付とを混同している可

能性を否定できない上、申立人は、特例納付により保険料を納付した覚え

は無いとしている。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連



 

  

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4906 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年７月から 11 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年７月から 11 年３月まで 

    私は、平成９年８月にＡ拘置所を出所する時、拘置所の職員に国民年

金保険料は免除になることを教えられ、元妻と一緒にＢ市役所に行って、

国民健康保険税、市民税と共に国民年金保険料の免除手続を行った。ま

た、出所後は仕事が無く無収入だったので、その期間の保険料も免除さ

れているはずである。申立期間の保険料が未納となっていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間のうち、平成９年７月から 10 年３月までの期間につ

いては、９年８月にＡ拘置所を出所した後、Ｂ市役所において国民年金保

険料の免除申請をしたはずであるとしている。しかしながら、申立人は免

除申請手続についての具体的な記憶が無く、免除申請手続の状況が不明で

ある上、申立期間のうち、７年７月から９年６月までの期間については、

当時の免除申請に係る事務の取扱いでは、同期間を遡って免除申請するこ

とはできなかったと考えられる。 

また、申立期間のうち、平成 10 年４月から 11 年３月までの期間につい

ては、申立人は無職無収入だったので、国民年金保険料は免除されていた

はずであるとしているが、Ｃ市の改製原戸籍の附票により、申立人は、９

年８月 27 日にＢ市からＤ市に転居したことが確認できるものの、同市にお

ける免除申請手続の記憶も明確ではなく、免除申請手続の状況が不明であ

る。 

さらに、申立人が申立期間について、免除申請書を提出したこと、及び

免除の承認を受けたことを確認できる資料は無く、ほかに免除の承認を受



 

  

けたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

なお、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管理業

務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式文

字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平成

９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間において記録漏

れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4907 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年５月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年５月から同年 11 月まで 

    昭和 54 年 12 月に、当時勤務していたＡ株式会社の社会保険の新規適

用の手続のためにＢ社会保険事務所（当時）に行った際、国民年金保険

料の未納があるので、当該保険料を納付し、その領収書を持参して、新

規適用を申請するように言われた。その指示に従い、Ｃ区役所で国民年

金加入手続を行い、申立期間の保険料をまとめて納付したので、納付記

録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54 年 12 月に国民年金加入手続を行い、国民年金保険料

をまとめて納付したとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号

は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から 60 年３月頃に払い

出されたものと推認され、その時点では、申立期間は時効により保険料

を納付することができない期間である上、オンライン記録によると、申

立期間は国民年金の未加入期間となっており、保険料は納付することが

できない期間であったものと考えられる。 

また、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当た

らない上、申立人が申立期間に係る国民年金保険料納付を指示されたと

するＢ社会保険事務所には、資料の保管が無いことから、当時の状況は

不明である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4908 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年１月から 10 年７月までの期間、10 年 11 月から 11 年

３月までの期間及び 14 年２月から同年５月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成９年１月から 10 年７月まで 

             ② 平成 10 年 11 月から 11 年３月まで 

             ③ 平成 14 年２月から同年５月まで 

    申立期間①、②及び③については、母が国民年金の加入手続をして国

民年金保険料をＡ市役所Ｂ出張所で納付してくれたが、当該期間の保険

料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①、②及び③について、申立人はその母が国民年金の加入手続

（再加入手続を含む。）を行い、国民年金保険料をＡ市役所Ｂ出張所にお

いて納付してくれたと申述しているが、申立人の母は当該期間の加入手続

及び保険料納付に関する記憶が明確でなく、申立人は国民年金の加入手続

及び保険料納付に直接関与していないことから、これらの状況が不明であ

る。 

   また、Ａ市の作成した国民年金保険料検認リストによると、申立期間①、

②及び③（国民年金保険料の収納事務が国に移管された平成 14 年４月以

降を除く。）に係る申立人の国民年金保険料は未納となっていることが確

認できる。 

さらに、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

 なお、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管理

業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学

式文字読取機（ＯＣＲ）による入金等、事務処理の機械化が図られた上、

平成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間①、②及

び③において記録漏れや記録誤りの生じる可能性は極めて低くなってい

ると考えられる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4909 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12 年９月から 14 年３月までの国民年金保険料については、

追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12 年９月から 14 年３月まで 

  申立期間については、学生納付特例期間とされているが、祖母が当該

期間の国民年金保険料を納付しているので納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、オンライン記録から、学生納付特例制度による国民年金保

険料の納付猶予期間であることが確認でき、その祖母は、申立期間の国民

年金保険料を銀行において納付したとしている。 

   しかしながら、申立人は、申立期間の国民年金保険料の追納に直接関与

しておらず、これを行ったとするその祖母は追納の申込みを行った記憶が

無く、Ａ市役所では国民年金保険料追納申込書を受け付けていなかったと

している上、オンライン記録においても追納の申込みの記録を確認するこ

とができない。 

   また、申立人のオンライン記録では、平成 14 年６月から同年 12 月まで

の７か月分の国民年金保険料を 15 年３月３日、同年１月から同年３月ま

での３か月分の保険料を同年５月 20 日、同年４月及び同年５月の２か月

分の保険料を同年５月 22 日にそれぞれまとめて納付した記録が確認され

ることから、その祖母は、このことと申立期間の保険料を追納したことと

を混同している可能性も否定できない。 

   さらに、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学

式読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平成

９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間において、記録

漏れや記録誤り等が生じる可能性は極めて低いと考えられる。 



 

  

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を追納

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたものと認め

ることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6936 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 53 年１月１日から同年２月１日まで 

           ② 平成３年３月 30 日から同年４月１日まで 

  Ａ株式会社に昭和 53 年１月１日から平成３年３月 31 日まで継続して

勤務していたので、申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。         

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立期間①について、申立人に係る雇用保険被保険者記録及び同僚の供

述により、申立人は昭和 53 年１月１日からＡ株式会社に勤務していたこ

とがうかがえる。 

しかしながら、Ａ株式会社に係る適用事業所名簿及び事業所別被保険者

名簿では、昭和 53 年２月１日に同社は厚生年金保険の適用事業所となっ

ており、同日より前に被保険者となっている者は確認できない上、Ａ株式

会社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人と同時期に株式会社Ｂから

Ａ株式会社に異動した同僚３人のＡ株式会社における資格取得日も同日と

なっている。 

申立期間②について、申立人に係る雇用保険被保険者記録及び同僚の供

述により、申立人は平成３年３月 31 日までＡ株式会社に勤務していたこ

とがうかがえる。 

しかしながら、申立期間当時の事業主は既に亡くなっており、商業登記

簿謄本では、Ａ株式会社は平成８年 12 月に清算結了しており、清算時の

事業主は、申立てに係る関連資料は保存しておらず、申立人の申立期間②

に係る勤務実態及び厚生年金保険の適用については不明としている。 

また、申立人が挙げた同時期に退職したとする同僚も申立人と同様に雇



  

用保険の被保険者資格喪失日は平成３年３月 31 日であるが、厚生年金保

険の被保険者資格喪失日は同年３月 30 日となっている。 

申立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、同僚

照会において回答のあった７人の同僚及び清算時の事業主は、申立人の当

該期間に係る保険料控除については不明としている。 

このほか、申立期間①及び②における厚生年金保険料の給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6937 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年４月頃から 27 年７月頃まで 

    学校を卒業してから、同僚の紹介でＡ有限会社に勤務したが、厚生年

金保険の加入記録が無い。同僚は、同社に勤務していた期間の厚生年金

保険を受給していると話している。同社で同僚と同じように働いていた

のに、厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の同僚の供述から、期間の特定はできないものの、申立人がＡ有

限会社に勤務していたことはうかがえるが、申立事業所は、昭和 56 年８

月に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、当時の事業主は既

に他界していることから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年

金保険料の控除について確認することができず、当時の状況は不明である。 

また、申立期間に申立事業所に勤務していた同僚７人に照会したところ、

３人から回答があり、そのうち２人の供述によれば、当該事業所において

厚生年金保険に加入したのは、入社後６か月又は１年５か月後としている

ことから、申立事業所では、入社後一定期間、社員を厚生年金保険に加入

させない取扱いであったものと推認される。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

申立人が申立期間において被保険者資格を取得した記録は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年 10 月１日から 49 年９月１日まで 

             ② 昭和 54 年 10 月１日から 55 年４月１日まで 

 Ａ株式会社（現在は、株式会社Ｂ）の給与は毎年昇給していたが、厚

生年金保険の記録では、申立期間①及び②の標準報酬月額が、それぞれ

直前の期間よりも低額と記録されていることに納得がいかないので、標

準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ株式会社における標準報酬月額が、

13 万 4,000 円から 11 万円に下がっていることに納得がいかないと主張

しているが、申立人と同時期に入社し、昭和 48 年度の標準報酬月額の

定時決定が行われた 68 人のうち、従前からの最高等級のままとされて

いる 30 人を除き、申立人を含めた 38 人の標準報酬月額が、従前から減

額されていることがオンライン記録により確認できる。 

また、申立人が同僚として氏名を挙げた８人は、Ａ株式会社では、年

４回支給されていたＣ賃金（以下「賞与」という。）が、昭和40年代に

年３回に変更されたと供述しているところ、Ｄ団体Ｅ支部（当時）の機

関紙において、48年９月の賞与が廃止されて、支給回数が年３回に変更

された旨の記事が掲載されていることが確認できる。 

一方、申立期間当時は、賞与、Ｃ賃金等の名称は異なっても同一性質

を有すると認められるものが、年間を通じて４回以上支給される場合は、

報酬に該当すると定められていることから、Ａ株式会社の賞与は、従前

は年４回支給されていたために標準報酬月額算定の対象に含められてい



  

たところ、昭和48年度から年３回支給に変更されたため、賞与が各月の

報酬に算入されないこととなり、申立人の申立期間①に係る標準報酬月

額が減額されたものと推認できる。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、標準報酬月額の相違を申し立ててい

るが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定するこ

ととなる。 

申立期間②に係る標準報酬月額については、申立人が提出した給与明

細表により、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

に基づく標準報酬月額（30万円）が、オンライン記録における標準報酬

月額と一致していることが確認できる。 

このほか、申立期間①及び②について、申立人が主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①及び②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6941 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年９月 13 日から 44 年９月 20 日まで 

           ② 昭和 45 年３月 20 日から 48 年 11 月３日まで 

  現在、Ａ所（現在は、Ｂ所）とＣ所（現在は、Ｄ所）における厚生年

金保険被保険者期間は、脱退手当金を受け取ったという記録になってい

る。 

脱退手当金裁定請求書には、Ａ所とＣ所の記載はあるが、Ｅ所の期間

が記載されていないということだが、私が記載していなくても社会保険

事務所（当時）がＥ所の被保険者期間を探して支給すべきなのに、Ｅ所

の被保険者期間を脱退手当金として支給していないことはおかしいし、

出産のため、昭和 48 年７月 20 日にＣ所を退職したはずなのに、同所の

被保険者資格喪失日が同年 11 月３日となっていることもおかしいと思

う。 

これらの理由から、私は脱退手当金を受給していないと思うので申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金の請求書類として日本年金機構Ｆ事務センターか

ら提出された厚生年金保険脱退手当金裁定請求書には、申立人が現在も居

住している住所の旧番地及び現在の申立人宅の電話番号の記載が確認でき

る上、申立人は、出産のためＣ所を昭和 48 年７月 20 日に退職したとして

いるところ、同請求書の「最後に被保険者として使用された事業所」欄に

は「Ｃ所」、「最後に厚生年金保険をやめた日」欄には「昭和 48 年７月

20 日」（申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライ

ン記録では同年 11 月３日と記録されている。）との記載が確認できるこ



  

とを踏まえると、申立人の意思に基づき脱退手当金が請求されたものと考

えられる。 

   また、申立人に係る脱退手当金計算書の脱退手当金支給金額欄に記載さ

れている金額に計算上の誤りは無く一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

  さらに、申立人は、申立期間前の約４年間の厚生年金保険被保険者期間

（Ｇ所）については脱退手当金を受給しており、申立期間の脱退手当金を

受給することに不自然さはうかがえない上、申立人の厚生年金保険被保険

者期間の被保険者手帳記号番号は、申立期間である２回の被保険者期間は

同一番号で管理されているにもかかわらず、申立期間後の被保険者期間は

別の番号となっており、脱退手当金を受給したために番号が異なっている

ものと考えるのが自然である。 

  加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

  これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、申立人は、申立期間前の被保険者期間（Ｅ所）が脱退手当金とし

て支給されていないのは不自然であるとしているが、ⅰ）申立期間の脱退

手当金の請求書類として提出された厚生年金保険脱退手当金裁定請求書は、

申立期間のみが記載され、ⅱ）申立期間とＥ所の厚生年金保険被保険者手

帳記号番号は別番号で管理されており、ⅲ）Ｅ所の被保険者期間は、脱退

手当金の裁定庁（Ｈ社会保険事務所（当時））とは別の社会保険事務所

（Ｉ社会保険事務所（当時））の管轄事業所であることが確認できること

から、当該未請求の被保険者期間があることをもって不自然な事務処理で

あるとまではいえない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6945 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年９月１日から８年８月 31 日まで 

    Ａ株式会社の代表取締役として勤務したが、当時、事業所の業績が悪

化し厚生年金保険料の滞納が生じたことから、社会保険事務所（当時）

において納付方法を相談して分割納付の了解を取り付け、分割で完納し

たのに、申立期間について標準報酬月額が引き下げられているので、本

来の記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立期間の標準報酬月額については、当初、平

成６年９月及び同年 10 月は 53 万円、同年 11 月から８年７月までは 59 万

円と記録されていたところ、申立事業所が厚生年金保険の適用事業所では

なくなった日よりも後の同年９月 25 日付けで、遡って６年９月から８年

６月までは９万 8,000 円に、同年７月は 20 万円に引き下げられているこ

とが確認できる。 

   しかしながら、申立事業所に係る登記簿から、申立人が当該事業所の代

表取締役であり、申立人の妻が取締役であったことが確認できる。 

   また、申立人は、「平成７年 12 月頃から、事業所の業績が悪化し厚生

年金保険料半年分くらいの滞納が生じたことから、その処理のために社会

保険事務所において納付方法について相談し、分割納付の了解を取り付け、

分割で完納した。また、分割で完納した記憶もあるが、滞納分の厚生年金

保険料を小切手で支払ったものの、その小切手が不渡りになった記憶もあ

る。」と供述しているが、これらの事実を確認できる資料が無い。 

   さらに、申立人は、社会保険事務所に対し、滞納保険料について相談し

たとしており、申立人のみ減額訂正されていることから、申立期間に係る



  

平成８年９月 25 日付けの処理に関しては、社会保険事務所が、事業主で

あった申立人の同意を得ずに、又は申立人の一切の関与も無しに、無断で

処理を行ったものと認めることはできない。 

   このほか、申立人は、「事業所の社会保険事務手続を依頼していた社会

保険労務士については忘れてしまった。社員には聞き取り調査をしないで

ほしい。」と強く希望していることから、当該訂正処理の経緯について確

認できない。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する

責任を負っている代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処

理の無効を主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6948 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年２月５日から同年９月 22 日まで 

② 昭和 38 年２月１日から同年５月 20 日まで 

    ねんきん特別便を見て、申立期間について、脱退手当金を受給した記

録となっていることを知ったが、脱退手当金を受給したのは、有限会社

Ａに勤務していた５年間についてだけで、これ以前に勤務したＢ所と株

式会社Ｃの期間については、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年２月５日が支給決定日である脱退手当金を受給し

たことを認めているところ、脱退手当金を受給する場合、過去の全ての厚

生年金保険被保険者期間をその計算の基礎とするものであり、これにより

同日に支給決定された脱退手当金は、申立期間を含む支給日前の全ての厚

生年金保険被保険者期間を基礎として計算され、一連の事務処理も申立期

間を含む脱退手当金が支給されたものとなっており、不自然な点は無い。 

また、申立期間と申立人が脱退手当金の受給を認めている期間の厚生年

金保険被保険者手帳記号番号は、同一番号で管理されている上、記録上の

支給額と申立人が受給したとする額はおおむね一致するなど、申立期間を

含む脱退手当金を受給したことを疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6950（事案 603 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年５月１日から 37 年２月 28 日まで 

             ② 昭和 37 年５月１日から 43 年 10 月１日まで 

    平成 21 年２月６日付けで、20 年１月に行った申立てについての回答

をいただいたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者期間について昭和

43 年 12 月 20 日に脱退手当金として支払われたとする記録について、

受領した覚えが無いにもかかわらず、訂正してもらえなかったのは納得

がいかないので再度申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、ⅰ）申立人の事業所別被保険者名簿において脱退

手当金を支給した表示が確認できること、脱退手当金の支給金額に誤りが

無いこと、支給決定日が申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日から２

か月後であることなど、脱退手当金の支給に係る一連の事務手続に不自然

さはないこと、ⅱ）申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか

に、脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない

ことなどを理由として、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年２月６日

付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は新たな資料を提出することなく、「脱退手当金を受領し

た覚えが無いにもかかわらず、記録を訂正してもらえなかったのは納得が

いかない。」として再申立てをしているが、当該主張のみでは、委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められない。 

ところで、年金記録確認第三者委員会は「年金記録に係る申立てに対す

るあっせんに当たっての基本方針」（平成 19 年７月 10 日総務大臣決定）



  

に基づき、公正な判断を示すこととしており、判断の基準は「申立ての内

容が、社会通念に照らし『明らかに不合理ではなく、一応確からしいこ

と』」とされている。 

脱退手当金の申立事案は、年金の記録には脱退手当金が支給されたこと

になっているが申立人は脱退手当金を受け取っていないというものである。

脱退手当金が支給される場合は、所定の書面による手続が必要とされてい

るが、本事案では保存期間が経過してこれらの書面は現存していない。こ

のため、脱退手当金の支給を直接証明づけられる資料が無い下で、年金の

記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾が存在しないか、

脱退手当金を受け取っていないことをうかがわせる事情は無いかなど、い

わゆる周辺の事情から考慮して判断をしなければならない事案である。 

本事案では、年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な

矛盾は見当たらず、昭和 41 年夏頃に株式会社Ａの工場が閉鎖になった後

も当該事業所において従業員であった者は申立人及び同僚一人の合計二人

であったことが認められるが、申立人が申立期間に係る厚生年金保険被保

険者証を交付されたことは記憶に無いと申し立てているところ、株式会社

Ａの健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、当該二人に厚生年金保険被

保険者証が同年７月 21 日の同日に再交付されたとする記録が認められる

上、脱退手当金が支給されたとする「脱」の表示が記録されており、申立

人の同僚が「脱退手当金を振込みでもらったような気がする。」と述べて

いることを踏まえると、脱退手当金が支給されていることをうかがわせる

周辺事情が存在している一方で、申立人が脱退手当金を受け取っていない

ことをうかがわせる周辺事情が見当たらない。 

したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないも

のと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6951（事案 2900 及び 5484 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年７月７日から 51 年７月７日まで 

昭和 48 年７月７日に株式会社ＡにＢ職として入社したが、厚生年金

保険が未加入となっている。オンライン記録で被保険者資格の取得日と

なっている 51 年７月７日は、株式会社ＣのＤ所へ異動した日であるの

で、当該期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、雇用保険の被保険者資格取得日と同日に厚生年金

保険の被保険者資格を取得しているほか、申立人の厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び供述を得ることができず、事業主により

給与から厚生年金保険料を控除されていたことを認めることはできないと

して、既に当委員会の決定に基づく平成 22 年４月 15 日及び 23 年５月 25

日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。  

 今回、再度申立期間についての申立てを受けたものの、新たな資料は無

い上、当時の事業主に再度照会したが回答を得ることはできず、そのほか

に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6953（事案 3755 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年 10 月１日から 43 年３月１日まで 

             ② 昭和 44 年２月１日から 48 年９月１日まで 

    前回の申立てでは、申立期間について記録の訂正が認められなかった

が、Ａ社Ｂ所（名称変更後は、同社Ｃ支社）には、途中１か月間の休職

はあったものの昭和 39 年６月から退職まで継続して勤務していた。営

業成績により職員待遇となり、その待遇から落ちないように頑張ってき

たので、前回の決定には納得できない。申立期間①及び②を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、ⅰ）申立人と同様に被保険者期間に空白

期間がある同僚から、「営業成績により正社員となり、正社員は厚生年金

保険に加入できた。」旨の供述があったこと、ⅱ）当該事業所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）によれ

ば、資格喪失と再取得を繰り返す従業員が多数存在していることが確認で

きることを踏まえると、当時、当該事業所においては、Ｄ員の厚生年金保

険の加入については、必ずしも入社してから退職まで継続して加入させる

取扱いではなかったと考えられること、ⅲ)被保険者名簿によると、申立

人の再取得時（昭和 43 年３月１日、48 年９月１日）の厚生年金保険被保

険者手帳記号番号は新たに払い出された番号であることから、申立人の申

立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成

22 年７月 18 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい



  

る。 

今回、オンライン記録により、Ａ社Ｂ所（以下「Ｅ所」という。）は、

昭和 46 年７月８日付けで厚生年金保険の適用事業所ではなくなり、同日

付けで同社Ｆ支社（以下「Ｇ支社」という。）として適用事業所となって

いることが確認できたことから、同社Ｅ所及びＧ支社において、支社長、

総務課長及び係長であった者に照会したところ、複数の者が、「Ｄ員の社

会保険加入については,営業成績の査定により行っていた。」と回答し、

そのうちの一人は、「３か月間の営業成績の査定結果により３か月間の社

会保険加入とし、その都度、被保険者資格取得及び喪失の届出を行い、保

険料の調整を繰り返していた。」旨を回答している。 

   また、Ｅ所及びＧ支社に係る被保険者名簿で両事業所に被保険者期間が

確認できる同僚 24 人に照会したところ、回答のあった７人のうち３人は、

「申立人に記憶は無い。社会保険加入については一定の条件があった。営

業成績により社会保険に加入し保険料が控除された。」旨を回答している。 

   さらに、オンライン記録によると、申立人が記憶している同僚 11 人の

うち、５人については、Ｅ所及びＧ支社における厚生年金保険被保険者記

録が確認できない上、申立人が退職時まで自分の所属部署のリーダーだっ

たと申述している者は、申立期間②の当該事業所における当該被保険者記

録は一部分のみであることが確認できる。 

   加えて、申立人は、「営業成績の査定により職員待遇となり、固定給が

変わるので職員待遇から落ちないように頑張っていた。」と申述している

ところ、オンライン記録により、当該被保険者記録が長期間継続している

者の標準報酬月額は、申立人が説明している自身の給与月額（２万 2,000

円から２万 5,000 円くらい）より高額（２倍から４倍）であることが確認

できる。 

このほかに委員会の当初の決定を変更するべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年 12 月 31 日から 62 年１月１日まで 

申立期間に、有限会社Ａから関連会社の株式会社Ｂに転勤した。勤務

も社会保険も途切れることなく継続する旨の説明を受けたが、年金事務

所の記録では、空白期間ができている。調査の上、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、昭和 60 年 10 月８日から 61 年

12 月 13 日までは有限会社Ａに、同年 12 月 14 日から 62 年８月 20 日まで

は株式会社Ｂに勤務していたことが確認できる。 

また、複数の同僚も、申立人が申立期間に退職したような事実は無く、

株式会社Ｂにおける勤務は継続していた旨の供述をしている。 

しかしながら、株式会社Ｂが厚生年金保険の適用事業所となったのは、

申立人が同社に係る厚生年金保険被保険者資格を取得した昭和 62 年１月

１日であり、申立期間は適用事業所とはなっていない上、有限会社Ａ及び

株式会社Ｂに係る複数の関係者は、当該二つの事業所は別法人で、別々に

経理業務を行っており、申立人の申立期間に係る保険料控除については不

明、又は控除していない可能性がある旨の回答をしている。 

また、有限会社Ａ及び株式会社Ｂは既に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、当時の事業主からは照会の回答が得られない、又は既に

亡くなっていることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除

について供述を得ることはできない。 

さらに、当時の同僚 40 人に照会したが、申立期間に係る給与明細書を

保管している者は現在までに見当たらず、申立人の申立期間における厚生



  

年金保険料の給与からの控除を確認できない。 

加えて、オンライン記録により、申立人と同様に、昭和 61 年 12 月 31

日に有限会社Ａに係る厚生年金保険の被保険者資格を一旦喪失し、62 年

１月１日に株式会社Ｂに係る同資格を再び取得している同僚が 15 人確認

できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6955 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年８月１日から 44 年２月１日まで 

             ② 昭和 46 年５月１日から同年 10 月 10 日まで 

   年金事務所の記録では、有限会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）での被保

険者資格取得日が昭和 44 年２月１日と記録されているが、実際は 40 年

８月から勤務していた。正しい取得日の記録に訂正してほしい。 

また、昭和 47 年７月に退社するまで同事業所に継続して勤務してい

たが、46 年５月１日から同年 10 月 10 日までの５か月間の記録が抜け

ている。この期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、複数の同僚の供述により申立人が有限会社Ａに勤

務していたことがうかがわれる。 

 しかしながら、事業主は、「資料が保管されていないため、申立てどお

りの届出及び保険料の納付を行ったかは不明である。保険料控除及び社

会保険の適用等についても同様である。」と回答している。 

 また、有限会社Ａと顧問契約を結んでいた税理士は「昭和 49 年に開業

した際に、有限会社Ａと顧問契約を結んだ。付随する業務として社会保

険を担当し、契約期間以前の資料も引き継いだと思われるが、当時の資

料は保管していないので詳細は不明である。」と回答しており、社会保

険の適用状況等について確認することができない。 

さらに、複数の同僚は「社会保険の加入は社長が決めていたと記憶して

いる。」と供述しているところ、そのうちの１人は、「本人が希望した場

合は、厚生年金保険に加入させない取扱いがあったことを覚えている。そ



  

の取扱いについては個別に社長が判断していた。」と供述していることか

ら、当該事業所においては厚生年金保険の加入について、必ずしも全員が

同じ取扱いではなかったことがうかがえる。 

 

２ 申立期間②について、有限会社Ａにおける申立人の雇用保険の記録は無

い上、連絡可能な同僚６人のうち３人から回答が得られたものの、申立人

の勤務実態を確認できない。 

  また、上記回答があった同僚３人のうちの１人は「時期は、はっきりし

ないが、申立人が一度退職したことを覚えている。」と供述している。 

さらに、申立人と同じく申立期間前後に同事業所で厚生年金保険の被保

険者資格を喪失し、その後再取得している同僚が３人いるところ、そのう

ちの２人は、資格喪失後に同事業所で再取得するまでのほとんどの期間に

ついて、他事業所において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、ほか

の１人は、そのほとんどの期間について国民年金の保険料納付済期間とし

て記録されており、不自然な点は見当たらない。 

     

３ このほか、申立人は申立期間①及び②について、保険料控除を確認でき

る給与明細書等の資料を保管しておらず、申立人の当該期間における厚生

年金保険料の給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


